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開発のビジョン 

○ 日本と海外との違い 
・ 欧米では、総合的な制

度の下で、障害者・高齢

者の移動をサポートして

いる。 

・ ハード面は架装メーカ

ーが主体。 

 
 
 
 

○ ハード面の商品改良／革新 

・ 商品改良／革新により、一層の普及が見込まれる。 
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課 題 
○ 必要とする人に必要な移動手段（福祉車両）が行き渡るためのインセンティブ（助成金等）の充実。 

・ 現状の優遇、助成等 

〈福祉車両を必要とする人への購入助成又は貸付〉 
助成：自操式のみ地域生活支援事業で対応、ただし助成額は約１０～１５万円 

貸付：生活福祉資金で対応、「障害者自動車購入費として２００万円以内」･･･十分な周知が

必要 

【架装内容とプラス価格（概算）】 
車いす兼用型のシート ５０～６０万円 

運転補助装置 ２０～３０万円 

車いす用リフト ７０～１００万円 

車いす用スロープ ３５～７０万円 

回転シート １０～１５万円 

昇降シート ３０～５０万円 

※どこまでを助成するか、支給対象をどう明確化するかの検討が必要 
・ 福祉車両への税制面の優遇内容 

・福祉車両の消費税非課税 

・自動車税、自動車取得税の減免 

 
（５）今後の対応（移動の支援） 

○ 義肢、装具、車いす等については、現在、補装具として支給されているが、高度化、多様化する

機能に合わせて見直しを行うことが課題となっている。 

○ 福祉車両については、その普及を図るための情報提供や助成の在り方について、関係方面との

調整が必要。 

 

（１） 規格基準等 

○ 義肢装具の安全基準についての検討 
・ 医療機器との関係整理。 

・ 先行例であるＩＳＯ（国際）、ＣＥＮ（欧州）、ＡＮＳＩ（米国）の規格等との整合性。 

・ 支援機器安全基準の整備（臨床評価手法の確立）。 

・ 耐用年数決定のルール策定。 

 
（２） 支給システム、価格設定 

○ 支給基準 

・ 給付の対象とする範囲の検討等。 

・ リハビリテーション効果を考慮した適切な使用時期の検討。 

○ 価格設定のルール 

・ 価格の実態や構造を調査し、価格設定のルールを検討することが必要。 

・ 流通や市場の状況。 

○ 人件費コスト（処方料、適合技術料、フィッティング料、メンテナンス料）についての検討 
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○ 貸与（レンタル）方式の導入についての検討 

○ 医療保険、介護保険との整理 

 
（３） 普及・情報提供 

○ 利用者等に対して助言・指導等を行う機関の在り方 

・ 補装具費支給システムにおける判定、処方、適合等の在り方。 
・ 更生相談所の役割と在り方。 
・ 医療機関等の活用。 

○ 利用者への情報提供の在り方 

・ 機器を体験できる常設展示場の設置等が有効。 

○ サービスの質の向上、人材育成 

 


